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引上げ分の地方消費税交付金の使途について

・地方消費税交付金 1,749,000 千円

　　うち引上げ分（社会保障財源化分） 980,000 千円

（歳出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 13,510,251 千円

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費(一般財源ベース) 6,723,935 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】
（単位：千円）

国 県 その他 社会保障財源化分の
地方消費税交付金 その他

社会福祉費 3,202,896 771,534 629,419 12,386 52,319 1,737,238

老人福祉費 1,055,532 27,004 15,554 20,266 130,056 862,652

児童福祉費 6,851,707 2,613,722 1,317,024 343,437 339,396 2,238,128

生活保護費 972,264 690,888 4,131 0 107,366 169,879

小　　　計 12,082,399 4,103,148 1,966,128 376,089 629,137 5,007,897

保健衛生費 1,427,852 202,642 28,745 109,564 350,863 736,038

小　　　計 1,427,852 202,642 28,745 109,564 350,863 736,038

合　　　計 13,510,251 4,305,790 1,994,873 485,653 980,000 5,743,935
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